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日台租税協定適用に関する手続について

お客様各位 

皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

日台租税協定が2017年1月1日から適用開始されます。本日は日台租税協定の中でも多くの日系企業に

直接的に影響がある項目として、 (1)配当・利子・ロイヤルティの源泉税率の軽減(20％→10%)と(2)サ

ービス料（事業所得）の免税申請の2点について、その手続き面を以下のとおりまとめさせていただきま

す。皆様におかれましては再確認いただければと存じます。 

(1) 配当・利子・ロイヤルティの源泉税率の軽減(20％→10%) 

現行の税法では台湾源泉所得の海外への送金時には20％の源泉徴収を行い、それを10日以内に納

付・申告を行うというルールになっています。租税協定適用により源泉税率が10％に軽減されても流

れそのものは同じであり、10％の源泉徴収を行い90%相当を送金、その後10日以内に納付・申告を行う

こととなります。その際に優遇税率を享受する根拠として、以下の書類を税務署に提出することにな

ります。 

① 申告書（所定書式） 

② 居住者証明書（所得受領者が日本国税務居住者であることを示す書類、日本国税局より入手） 

③ 受益所有者声明書（日本法人が他者の代わりに当該収益を得ているわけではないということを

示す声明書、定められた書式はなし） 

④ 金額の根拠を示す計算書類・契約書等 

(2) サービス料（事業所得）の免税申請 

日本法人が当該サービスを提供するために台湾へ派遣している人の台湾滞在日数が連続する任意の

12ヶ月中で183日を超えない場合（=PEがない場合）には免税申請が可能です。免税申請の結果、申請

が許可された場合は源泉徴収なしで全額送金可能です。免税許可が出る前に送金する場合は、まず

20％源泉徴収し、許可されてから還付請求するという手順となります。免税申請時には以下の書類が

必要です。 

① 申請書（所定書式） 

② 居住者証明書（所得受領者が日本国税務居住者であることを示す書類、日本国税局より入手） 

③ PEがないことを示す声明書（定められた書式はなし） 

④ 申請委託先への授権書（会計事務所等の台湾居住者へ委託が必要） 

⑤ 金額の根拠を示す計算書類・契約書等

なお、租税協定に関して他に留意すべき点としては、上記(1)、(2)ともに契約書等の提出が求めら

れていますが、これらは従来は個別に税務調査等で要求された場合を除き、台湾国税局に開示してい

なかった情報を提供する必要があることです。このため、契約書と実態が一致しているのかどうか、

移転価格の観点から価格設定に問題がないかどうかなどが問題となるリスクがありますので、契約の
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内容を事前検証することが望ましいと考えられます。 

また、これらの減免手続きを行わないと台湾では引き続き20％の源泉税の納付を行うことになりま

すが、この場合、従来は日本側で認められていた外国税額控除が控除できなくなる恐れがありますの

で、注意が必要です。日本では同一所得について外国と日本との間で二重課税となる場合は外国税額

控除を通じて二重課税の排除が図られますが、相手国との間に租税条約がある場合は当該租税条約に

より軽減ないしは免除されるべき税金については外国税額控除の対象となりません。よって、基本的

には上記(1)、(2)は確実に手続きを行い、減免を取る必要がございますので、ご注意ください。 

日台租税協定が自社に及ぼす影響や手続きが不明である、あるいは契約書の内容に不安があるな

ど、何なりとお気軽にコンタクトリストメンバーまでご連絡ください。 
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